　　届出書の記載要領

　［１］　路外駐車場設置届の記載要領　

　　　　　A 　路外駐車場設置（変更）届出書
　         　新規の場合は、「（変更）」部分を２本線で消してください。変更の届出の場合は、
「（変更）」の文字をまるで囲んでください。

　　　　　　 また、変更の届出の場合、変更前を黒字で記入したうえで、変更箇所を朱字で記入してください。

　　　　  B   駐車場管理者の名称及び住所

　　　 　   駐車場管理者とは、届出義務のある駐車場の経営を行おうと意思決定できる方をいい
ます。駐車場の管理委託だけをされる方は、これには当たりませんのでご注意ください。　
　　　　　　（駐車場管理者が法人の場合、その代表者の変更については、届出の変更は必要ありませんのでご注意ください。）
　　　　　○土地所有者、借地人と駐車場を管理する人の関係

　　　　　　　　　a ：土地所有者、借地人

　　　　　　　　　 b ：駐車場を管理する人

　　　　　　　①　aが届出義務のある駐車場を設置しようとし、その管理をbに委託するケースは、

　　　　　　　　　駐車場管理者がaとなります。

　　　　　　　②　aが駐車場を設置し、その運用をbに委託、そしてbの意思で届出義務のある駐車場を設置するケースは、駐車場管理者がbになります。

　　　　　　　③　aが土地の運用をbに委託し、ｂがその運用を届出義務のある駐車場とするケースは駐車場管理者がbになります。

　　　　　１　　駐車場の名称　　　（例）　　山手駐車場

２　　駐車場の位置　　駐車場の位置をできるだけ住居表示で記入してください。
　　　　

　　　 ３－イ　駐車場の区域の面積

　　　   　　建築敷地の面積を記入してください。（事務所などを併設された駐車場の場合も事務所を含めた建築敷地の面積を記入してください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駐車場の区域の面積　　　　　
　　　　　　　　　（＝建築敷地面積）

　　　　　　事務所等　　　駐車場　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駐車場施設部分の面積


　　　３－ロ　建築物である部分、建築物でない部分

　　　　　   駐車場施設部分を上空から見て、屋根のある部分が建築物である部分、屋根のない
部分を建築物のない部分とします。

　　　　【平面図】

　　　　　　　　　　　　事務所　　　　資材　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置場　　　　　　　　　　　　　建築物である部分
　　　　　　　機械式　　屋根つき

　　　　　　　駐車場　　駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物でない部分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　青空駐車場　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　ａ－（Ａ）駐車の用に供する部分の面積　　　

　　　　　　車室の面積をいいます。車路等の面積は入りません。機械式の場合は、１台あたり
１５㎡で計算します。

　　　　　・一般公共の用に供する部分　　一時預かりをする部分の面積と台数

　　　　　・それ以外の部分　　　　　　　上記以外の月極、専用駐車場の車室の面積と台数

　　
ａ－（Ｂ）　車路等の面積

　　　　　　建築物である部分の延床面積からａ－（Ａ）を除いた面積を記載してください。

　　　　　（管理事務所や駐車場付属施設の面積も含まれます。）　

　
　　　ｂ－（Ｃ）駐車の用に供する面積

　　　　　　建築物でない部分での車室の面積と台数を、一般公共の用に供する部分とそれ以外の部分に分けて記載します。

　　
ｂ－（Ｄ）車路等の面積

　　　　　　駐車場施設部分のうち、建築物のない面積からｂ－（Ｃ）を除いた面積を記載してください。

４　　構造

　　　　イ　建築物である部分

　　　　　 建築物の階数、建築面積、構造上の種別（木造、耐火構造等の別）、避難階段の和を
記載してください。なお、建築物の一部となる駐車場については、その旨を記載してください。

　　　　ロ　建築物でない部分

　　　　   車路、駐車の用に供する部分について、アスファルト舗装、砂利敷舗装等を記載してください。

５―イ　　特殊の装置

　　　 ａ　特殊の装置の有無

　　　　　「有」または「無」のいずれかを記載してください。

　　　  b   国土交通大臣の認定の概要

　　　　　「認定番号」は、駐車場法施行令第１５条の規定による国土交通大臣の認定の番号を記載してください。

　　　　　 「特殊の装置の名称等」は、装置の名称（商品名）、製造者名を記載してください。

5－ロ　　それ以外の装置

　　　　　特殊な装置以外の管理事務所、料金徴収所、警報装置、消火設備、換気装置、照明
装置等を記入してください。また、大阪府福祉のまちづくり条例の適用を受ける場合
は、車いす使用者だけが使える駐車スペースの台数（福祉仕様台数）を記載してくだ
さい。

６　　附帯業務のための施設

　　　　  駐車施設部分で行う有料業務（例、洗車場、燃料販売、自動車修理、売店等）を記
載してください。

７　　従業員概数

　　　　　事務・附帯業務を含めて、駐車場の管理に従事する人数を記載してください。

８　　供用開始（予定）日

　　　　　営業を開始しようとする日を記載してください。
［２］ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項

ただし書きに基づく、路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面
　　　１　概要
　　　　　　バリアフリー法第2条第1項13号に規定する「特定路外駐車場（※）」の場合は、「（特定）路外駐車場移動等円滑化基準」に適合する必要があります。
　　　　　　　
※　特定路外駐車場：駐車の用に供する部分が500平方メートル以上、かつその利用に対し料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。
　　　　　
　　　２  構造及び設備

　　　　　　幅3.5ｍ以上の車いす使用者駐車施設や路外駐車場移動等円滑化経路を設けなければならないこと等、「移動等円滑化のための必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」に定めるところとなります。　

［３］　管理規程、管理規程変更届
　　　１　　届出書の様式

　　　　　供用開始後（変更の場合は、営業内容を変更後）１０日以内に届出してください。

　　　　 新規の場合は、できるだけ設置届と同時に供用開始前に提出してください。届出書

は２部必要です。（１部は八尾市で保管し、１部は届出者にお返しします。）

　届出書に必要な書類は、次のとおりです。
· 路外駐車場管理規程（変更）届出書

・　管理規程の写し

　　　管理規程には、次の事項を定めなければなりません。

　　　ⅰ　駐車場の名称

　　　ⅱ　駐車場管理者の氏名及び住所

　　　ⅲ　休業日、供用時間の開始及び終了の時刻

　　　ⅳ　駐車料金（確定額）

　　　ⅴ　前項以外の駐車場の供用契約に関すること

　　　　　（駐車する自動車の滅失または損傷についての損害賠償に関する事
項を含むものでなければなりません。）

　　　　　　　　　　ⅵ　構造上駐車することができない自動車

　　　　　　　　　　ⅶ　駐車業務に附帯して行う業務の概要

（例：洗車場、燃料販売、自動車修理、売店等）

　　　　　２　　管理規定届、管理規定変更届の記入方法

　　　　　　　A　路外駐車場管理規程（変更）届出書

　　　　　　　　 変更の届出の場合は、変更前を黒字で記入した上で、変更箇所を朱字で記

入してください。

　　　　　　　 B （駐車場管理者の氏名又は名称及び住所）

　　　　　　　　駐車場管理者とは、届出の義務のある駐車場経営を意思決定できる方をいい

ます。駐車場の管理だけをされる方は、これに該当しませんのでご注意ください。（駐車場管理者が法人の場合、その代表者の変更については、届出の必要はありませんのでご注意ください。）
C　管理規程の写しをこの届出書に添付してください。管理規程の例を記載               しておりますので、参考にしてください。

　　　　　【管理規程作成の際の主な注意事項】

１　駐車場の名称、位置

　　　　　　　　　駐車場の所在地は、できるだけ住居表示で記入してください。

　  　      ２　駐車場管理者の氏名及び住所

　　　　　　　   Bと同じ管理者の氏名と住所を記入してください。
　　　　　　３　供用時間

　　　　　　　　  ２４時間営業の場合は、「２４時間営業」もしくは「終日」と記入して
ください。また、休業日がなければ「なし」と記入してください。

　　　　　 ４　駐車料金

　　　　　　　　 確定額を記入してください。

　　　　　 ５　供用契約に関する事項

　　　　　　　　 駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項について

は、必ず記入してください。

　　　　　　６　構造上駐車することができない自動車

　　　　　　　　 「外車お断り」等の表現はできません。物理的に駐車できない自動車の寸法

　　　　　　　　及び重量を表示してください。
　　

　 ［４] 　廃止、休止届

　　　　１　届出駐車場の一部あるいは、全部の供用を休止、または廃止したときは、

１０日以内に届出してください。届出書は２部必要です。

（１部は八尾市で保管し、１部は届出者にお返しします。）また、一部あるいは全部を休止している駐車場を再開しようとするときも同様です。　
届出に必要な書類は、次のとおりです。

・　路外駐車場設備（休止、廃止、再開）届書
　　　　　 別紙様式に従ってください。

・　付近見取り図（１／１００００以上）
　　　  一部分休止の場合は、次の図面を添付してくだい。

・　駐車場平面図

　　　　図面に休止する部分を明示してください。

　　　２　廃止、休止、再開届書の記入方法

　　　　　　　届出書の記載要領を参照してください。　
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